
平成30年12月25日、営業延長許容地域を拡大する改正風営法施行条例が公布・

施行されました。営業延長許容地域では、営業時間の制限が緩和されます。

１ 営業延長許容地域とは

風俗営業は、深夜（午前０時から午前６時まで）の営業はできませんが、特例とし

て長崎県の風営法施行条例により、

○ マージャン店、ゲームセンターが午前 時まで１

○ 接待を行う飲食店が午前 時まで２

をいいます。時間を延長して営業できる地域として指定した歓楽街

２ 拡大（追加指定）された地域は

これまで、「長崎市思案橋・銅座地区」と「佐世保市京町・山県地区」が営業延長

許容地域に指定されていましたが、平成30年12月25日から６市８地区に拡大されまし

た。

追加された①～⑥の地域も、接待を行う飲食店は、午前２時まで営業できます。※

３ 特定遊興飲食店営業ができる地域も拡大

また、 の地域は、①～⑥

特定遊興飲食店営業ができる「営業所設置許容地域」

にも指定され、深夜にＤＪクラブなどの営業ができる地域になりました。

追加された営業延長許容地域

①長崎市浜口地区

②諫早市諫早駅前地区

③諫早市本町地区

④島原市高島・中堀地区

⑤大村市本町地区

⑥五島市福江地区

これまでの営業延長許容地域

○長崎市思案橋・銅座地区

○佐世保市京町・山県地区

特定遊興飲食店営業とは・・・

①深夜（午前０時から条例により午前５時まで）の営業で

②遊興（客にダンスを踊らせる等）をして

③酒類を提供する

上記の①から③の全ての要件を満たす営業をいいます。

◇営業者の皆さんへ

「風俗営業」及び「特定遊興飲食店営業」の許可をとるには、営業所の所在地

を管轄する警察署（生活安全課）に許可申請をする必要があります。

営業延長許容地域の指定範囲や人的基準、場所的基準、申請に必要

な書類等、詳しくは県警ホームページ（申請・手続き）を確認してく

ださい。



◎「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。

接待に当たる行為

○ 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食

物を提供したりする行為（通常、カウンター以外のボックス席において、女性従

業員が客の隣や正面に座り、客の相手をすることは接待に当たります。接待にな

らないようにするには、飲食物を提供した後、席を離れる必要があります。）

○ 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室等の場所において、

ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為

○ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、又はその客の

歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為

（デュエット等）

○ 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる

行為

○ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 など

◆接待を行う飲食店は、風俗営業の許可が必要です。

◎「遊興」とは、文字どおり遊び興じさせることですが、規制対象となるのは、営業者側の積

極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。

該当する（営業者の積極的な行為がある） 該当しない（営業者の積極的な行為がない）

○ショーパブ ○カラオケボックス

不特定の客にショー、ダンス、演芸その 不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

他の興行等を見せる行為 ○カラオケスナック

○ピアノバー、ジャズバー 不特定の客が自分から歌うことを要望した場

不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バ 合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカ

ンドの生演奏等を聴かせる行為 ラオケ装置を作動させる行為

○ディスコ ○メイドカフェ

客にダンスをさせる場所を設けるととも 客にショーを見せたり、ゲーム大会に客を参

に音楽や照明の演出等を行い、不特定の 加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを

客にダンスをさせる行為 行う行為

○その他 ○スポーツバー

のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等 スポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる

に不特定の客を参加させる行為 行為

深夜に遊興を行う飲食店は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。◆

～ 県民・観光客が安心して飲食できる歓楽街に ～

長崎県警察本部生活環境課営業第一係（８２０－０１１０ 内線３１８１）

接待と遊興の違いは？


